
 

 

 

 

１ 認定NPO法人としての認定を受けるための基準                                 

認定NPO法人としての認定を受けるためには、次の(1)～(8)の認定基準に適合する必要があります（法

45①、法令１～５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

パブリックサポートテスト基準の判定に当たっては、次の①～③のいずれかの基準を選択できます。 

①  ≪相 対 値 基 準≫ 

  実績判定期間における、経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が、５分の１以上

であること。 
なお、小規模法人の特例の適用、国の補助金等を算入するかどうかの選択に応じて次の４つのケ

ースに分かれます。 

項  目 
小規模法人の特例 

選択しない 選択する 

国 

の 

補 

助 

金 

等 

相対値基準計算上の分

母・分子に算入しない

場合 

《算式１》 
原 則 

(P２５～P2７参照) 
 

《算式２》 
小規模法人の特例 

(P２７～P2８参照） 
 

相対値基準計算上の分

母・分子に算入する場合 

《算式３》 
国の補助金等を算入する
場合（小規模法人の特例
適用なし） 

（P2９参照） 
 

《算式４》 
国の補助金等を算入する
場合（小規模法人の特例
適用あり） 
（P2９～P３０参照） 

 

 
≪小規模法人の特例≫ 

小規模法人の特例を適用するか否かは法人の選択になります。 
この特例を選択適用できる法人は、実績判定期間における総収入金額に12を乗じて、これを

実績判定期間の月数で除した金額が 800 万円未満で、かつ、実績判定期間において受け入れた

寄附金の額の総額が 3,000 円以上である寄附者（役員又は社員を除きます。）の数が 50 人以上

である法人に限られます（法45②、法令３）。 

（１）パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）に関する基準 

【算式】   

実績判定期間の総収入金額 

 

 

実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が 

３，０００円以上である寄附者(役員、社員除く)の数 

×   １２    ＜  ８００万円 

≧  ５０人 

実績判定期間の月数 

Ⅲ 認定NPO 法人としての認定を受けるための基準 

かつ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

実績判定期間における、経常収入金額（総収入金額（注１）から イの金額 を控除した金額）のうちに寄附

金等収入金額（受入寄附金総額から ロの金額 を控除した金額（一定の要件を満たす法人にあっては、そ 
れに ハの金額 を加算した金額））の占める割合が５分の１以上であること（法45①一イ、法令１）。 

（注１）総収入金額とは、活動計算書の経常収益計と経常外収益計の合計額です。 

ただし、活動計算書にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入評価益、施設等受入評価益等の法人自身が金額換算し計上した科目に

② ≪絶 対 値 基 準≫ 《算式５》 

実績判定期間内の、各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上（ただし、休眠預金等交付

金関係助成金を受け取っている場合は、3,000 円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算し

た金額以上）である寄附者の数の合計数が年平均100人以上であること（Ｐ３０参照）。 

（注１）寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えます。 
（注２）寄附者数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人として数えます。 
（注３）申請法人の役員及びその役員と生計を一にする者が寄附者である場合は、これらの者は寄附者数に含

めません。  
 

【算式】 

 

 

 

 

③ ≪条例個別指定基準≫ 

  認定NPO法人として認定を受けるための申請書を提出した日の前日において、都道府県又は市区町

村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること

(その都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有するNPO法人に限ります。)。 
  ただし、認定申請書を提出する前日において条例の効力が生じている必要があります。 

≧ 

× 12 

100人 

実績判定期間の月数 

１ 

 

５ 

 実績判定期間における 
 

寄 附 金 等 収 入 金 額        

経 常 収 入 金 額         

 

【経常収入金額とは？】 

  総 収 入 金 額（注１）  －  イの金額  

 

【寄附金等収入金額とは？】 

  受入寄附金総額  －  ロの金額   ＋  ハの金額  

 

《算式１》   相対値基準（原則） 

≧ 
5 

１ 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,000
円以上（ただし、休眠預金等交付金関係助成金を受け取
っている場合は、3,000 円に当該休眠預金等交付金関係
助成金の額を加算した金額以上）の寄附者の合計人数 



 

係る金額については、経常収益計から控除することとなります。 

イの金額  ⇒ 次に掲げる金額の合計額（法45①一イ(1)、法規５） 

① 国等（国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法

人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいいます。以下同じです。）からの補

助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（以下「国の補助金等」といいます。） 

② 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの 

③ 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき

者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分 

④ 資産の売却による収入で臨時的なもの 

⑤ 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金、贈与者の被相

続人に係る相続の開始のあったことを知った日の翌日から 10 か月以内に当該相続により当該贈与者が

取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きま

す。）により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額に相当する部分 

⑥ 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの 

⑦ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金 

⑧ 休眠預金等交付金関係助成金 

（注２）役員が寄附者の場合、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び３親等以内の親族並びに当該役員と特

殊の関係のある者がいるときは、これらの者は役員と同一の者とみなします（いわゆる親族合算）（法規

８）。 

上記の「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます（法規４ニ・16）。 

ａ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

ｂ 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維

持している関係 

ｃ ａ又はｂに掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしてい

る関係 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
ロの金額  ⇒ 次に掲げる金額の合計額（法45①一イ (2)、法規６、７） 

（注） は血族を示す。

は姻族を示す。

曽祖父母 ③

祖父母 ②② 祖父母

③ 伯叔父母 配 ③

③ 曽祖父母

③

② 兄弟姉妹 配 ② 役員 配偶者

① 父母

子 配 ① 兄弟姉妹の子 ③

父母 ① 伯叔父母

③ 兄弟姉妹の子 配 ③

≪３親等以内の親族図≫

配 ②

①

兄弟姉妹 ②

③ 曽孫 配 ③

② 孫



 

① 受け入れた寄附金の額のうち、一者当たり基準限度超過額（注４）に相当する金額 

② 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないものの合計

額 

③ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金 

④ 休眠預金等交付金関係助成金 

（注３）役員が寄附者の場合は、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び３親等以内の親族並びに当該役員と

特殊の関係のある者がいるときは、これらの者は役員と同一の者とみなします（いわゆる親族合算）（法

規８）。 

上記「特殊の関係」については、イの金額 （注２）をご覧ください。 

（注４）「一者当たり基準限度超過額」とは、同一の者からの寄附金の額の合計額のうち受入寄附金総額から休眠

預金等交付金関係助成金を控除した額の100分の10を超える部分の金額をいいます。ただし、特定公益

増進法人、認定NPO法人からの寄附金については、同一の法人からの寄附金の額の合計額のうち受入寄

附金総額から休眠預金等交付金関係助成金を控除した額の 100 分の 50 を超える部分の金額となります

（法規６）。 

（注５）「一者当たり基準限度超過額」及び「1,000円未満（同一の者からの合計額）の寄附金」の判定について

は、実績判定期間に受け入れた寄附金の合計額で計算します（法45①一イ、法規７）。 

ハの金額 （法45①一イ(3)、法規４） 

社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額（「(2)活動

の対象に関する基準」に定める割合（Ｐ３１参照）を乗じて計算した金額をいいます。）を控除した金額（た

だし、受入寄附金総額 ― ロの金額 を限度とします。） 

（注６）ハの金額 をＰＳＴの分子に加算するには、次の要件を満たす必要があります（法規４）。 

 (イ) 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 

 (ロ) 社員（役員並びに役員の配偶者及び３親等以内の親族関係並びに役員と特殊の関係のある者を除

きます。「特殊の関係」については、イの金額 (注２)と同様です。）の数が２０人以上であるこ

と。 

（注７）上記の「共益的な活動等に係る部分の金額」とは、社員から受け入れた会費の合計額に法人の行った事

業活動に係る事業費の額等の合理的な指標に基づき算出した事業活動に占める共益的な活動等の割合

（Ｐ３１(２)の事業活動のうちに会員等に対する共益的な活動等の占める割合をいいます。）を乗じた金

額をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

実績判定期間における総収入金額からニの金額 を控除した金額のうちに、受入寄附金総額から ホの金

実績判定期間における 

 

受入寄附金総額 － ホの金額  ＋ ヘの金額  

     総収入金額 － ニの金額                   ５ 

 

（注）小規模法人の要件（Ｐ２４参照）に該当する法人であれば、本特例を選択適用可能 

《算式 ２》  相対値基準（小規模法人の特例） 

≧ 
１ 



 

額 を控除した金額（一定の要件を満たす法人にあっては、それに ヘの金額 を加算した金額）の占める割

合が５分の１以上であること(法令５②)。 

 
ニの金額  ⇒ 次に掲げる金額の合計額（法45①一イ(1)、法令５②一、法規５、25②） 

① 国の補助金等 

② 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの 

③ 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき

者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分 

④ 資産の売却による収入で臨時的なもの 

⑤ 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金、贈与者の被相

続人に係る相続の開始のあったことを知った日の翌日から 10 か月以内に当該相続により当該贈与者が

取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きま

す。）により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額に相当する部分 

⑥ 休眠預金等交付金関係助成金 

（注８）ここに掲げるものは、《算式１》の イの金額 の①～⑤及び⑧と同一です。 

ホの金額  （法45①一イ(2)、法令５②二、法規６、７一四、25③） 

① 受け入れた寄附金のうち一者当たり基準限度超過額の合計額 

② 休眠預金等交付金関係助成金 

（注９）これは《算式１》の ロの金額 の①及び④と同一です。なお、《算式１》原則の場合と異なり、小規模法

人の特例を選択適用する場合には、役員が寄附者の場合であっても、いわゆる親族合算を行う必要はあ

りません。 

（注10）「一者当たり基準限度超過額」については、《算式１》の（注４）をご参照ください。 

への金額  （法令５②、法規４、25①） 

社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額（「⑵活動の

対象に関する基準」に定める割合（Ｐ３１参照）を乗じて計算した金額）を控除した金額（ただし、受入

寄附金総額― ホの金額  を限度とします。） 

（注11）これは《算式１》の ハの金額 と同一です（注６、注７をご覧ください）。 

（注12）ヘの金額 をＰＳＴの分子に加算するには、次の要件を満たす必要があります（法規４、25①）。 

 (イ) 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 

 (ロ) 社員（役員及び役員と親族関係を有する者並びに役員と特殊の関係のある者を除きます。）の数

が20人以上であること。 

（注13）共益的な活動等に係る部分の金額は、社員から受け入れた会費の合計額に法人の行った事業活動に係る

事業費の額等の合理的な指標に基づき算出した事業活動に占める共益的な活動等の割合（Ｐ３１(２)

の事業活動のうちに会員等に対する共益的な活動等の占める割合をいいます。）を乗じた金額となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（解説） 

（解説） 

国の補助金等を受け入れている場合、選択により、当該国の補助金等を相対値基準計算上の分母・分子

に算入することが可能です（法令５①）。 

ただし、分子に算入する国の補助金等の額 チの金額 は、受入寄附金総額から ロの金額 （Ｐ２７参照）

を控除した金額が限度となります（分母には、国の補助金等の額の全額 トの金額 を算入します。）。 

上記算式のうち、寄附金等収入金額及び経常収入金額については、《算式１》（Ｐ２５）を参照してくだ

さい。 

 

トの金額 （法令５①） 

国の補助金等の全額 

 

チの金額  ⇒ 次のいずれか少ない金額（法令５①） 

① 国の補助金等の額 

② 受入寄附金総額から ロの金額 （Ｐ２７参照）を控除した金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

小規模法人の特例を選択適用する小規模法人で、国の補助金等を受けている場合、選択により、当該国

の補助金等を相対値基準計算上の分母・分子に算入することが可能です（法令５③）。ただし、分子に算入

する国の補助金等の額 リの金額 は、受入寄附金総額からホの金額 を控除した金額が限度となります。（分

母には、国の補助金等の全額 トの金額  を算入します。）。 

 上記算式のうち、ニの金額 、ホの金額 及び ヘの金額 については、Ｐ２８を参照してください。 

 

トの金額 （法令５③） 

 実績判定期間における 

寄附金等収入金額 ＋ チの金額            １ 

経常収入金額  ＋ トの金額             ５ 

 

（注） 国の補助金等をＰＳＴに算入するか否か選択適用可能 

《算式 ３》  相対値基準（国の補助金等を算入する場合（小規模法人の特例適用なし）） 

≧ 

実績判定期間における 

    受入寄附金総額 － ホの金額  ＋ ヘの金額  ＋ リの金額  

           総収入金額 － ニの金額  ＋ トの金額  

 

（注）国の補助金等をＰＳＴに算入するか否か選択適用可能 
 

《算式 ４》  相対値基準（国の補助金等を算入する場合（小規模法人の特例適用あり）） 

≧ 
１ 

 

５ 



 

国の補助金等の全額 

 

リの金額  ⇒ 次のいずれか少ない金額（法令５③） 

① 国の補助金等の額 

② 受入寄附金総額から ホの金額 を控除した金額 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,000 円以上である寄附者の数（※）の合計数が

年平均100人以上であること(法45①一ロ、法令２、法規９)。 

なお、実績判定期間の各事業年度単位で、年3,000 円以上の寄附者数（※）が100 人以上となっている

場合には、上記算式を当てはめるまでもなく基準に適合することとなります。 

※休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助成金の

額を加算した金額以上の寄付者数となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

条例による個別指定とは、個人住民税の寄附金控除の対象となる寄附金を受け入れる NPO 法人として、

これらの寄附金を定める条例により定められている場合、認定に係る PST 基準を満たすものとして認めら

れるというものです（当該条例を定めている都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有する NPO 法人に

限ります。）（法45①一ハ、地方税法37の２①四、314の７①四）。 

なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる NPO 法人の名

称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされていることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所の明らかな寄附者のみを数えます。 

２ 寄附者本人と生計を一にする者も含めて一人として数えます。 

３ 寄附者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者である場合は、これらの者は、

寄附者数に含めません。 

４ 月数は暦に従って計算し、一月未満の端数は切り上げて一月とします。 

《算式 ５》  絶対値基準 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が

3,000円以上（ただし、休眠預金等交付金関係助成金を受

け取っている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関

係助成金の額を加算した金額以上）の寄附者の合計人数 

 

× 12 

実績判定期間の月数 
≧ 100人 

認定 NPO 法人として認定を受けるための申請書を提出した日の前日において、都道府県又は市区町

村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること 

(注)１ その都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有するNPO法人に限ります。 

２ 認定申請書を提出する前日において条例の効力が生じている必要があります。 

 

条例個別指定基準 


